
第４８号議案 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 志木市保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例について、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、

別紙のとおり専決処分したので、その承認を求める。  

 

  令和８年６月２日提出 

 

                  志木市長 香 川 武 文   

 

      提 案 理 由 

 特定乳児等通園支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴

い、緊急に志木市保育の実施等に関する条例の一部を改正する必要が生

じ、令和８年４月１日に志木市保育の実施等に関する条例の一部を改正

する条例を専決処分したので、地方自治法第１７９条第３項の規定によ

り、この案を提出するものである。 



専 決 処 分 書 

 

 次の事項について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９

条第１項の規定により、専決処分する。 

 

 志木市保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例（別紙） 

 

  令和８年４月１日 

 

                  志木市長 香 川 武 文   



別紙 

 

志木市条例第１８号 

 

   志木市保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例  

 

 志木市保育の実施等に関する条例（昭和６２年志木市条例第５号）の

一部を次のように改正する。 

 

 別表第４第２号の項中「の世帯（以下この表において「非課税世帯」

という。）」を「又は市町村民税額が７７，１０１円未満の世帯」に、

「６０円」を「１００円」に改め、同表第３号の項を削り、同表第４号

の項を同表第３号の項とする。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


